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○審査事件等 

 １ 今期定例会の会期及び会期日程（案）について 

 ２ 今期定例会に付議される議案等について 

  ⑴ 提出議案等の概要説明 

  ⑵ 議案等の審議方法について 

 ３ 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

 ４ 会派結成に伴う議会運営委員会委員の取扱いについて 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（今塩屋裕一）これより議会運営委員

会を開会します。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 まず、議長から御挨拶、お願いいたします。 

○議長（新原春二）皆様おはようございます。

臨時会、それぞれお疲れさまでございました。皆

様方の御協力の中で、無事、議会のほうのスタッ

フもきちんとそろいまして、薩摩川内市議会とし

てのスタートを切ったところであります。そして

また、この二、三日、それぞれイベントがありま

して、それぞれ参加をしていただきまして、あり

がとうございました。そして、また各地のいろん

なイベントにも顔を出していただきまして、あり

がとうございました。 

 今議会運営委員会につきましては、第５回の定

例会の日程並びに、いろんな議案の審議をしてい

ただきます。それと同時にもろもろありますが、

会派の取り扱い、運営委員会の取り扱いについて、

それからまたもう一つ大きな点につきましては、

後ほどまた説明しますが、反問権についての議論

をさせていただきたいということで、資料提起も

してありますので、どうかよろしくお願いします。 

 第５回の定例会の日程も決まっておりますので、

どうか審議をしていただきまして、第５回定例会

がスムーズにいきますように、よろしくお願いい

たします。 

────────────── 

△今期定例会の会期及び会期日程（案）に 

ついて 

○委員長（今塩屋裕一）まず、今期定例会の会

期及び会期日程（案）についてを議題とします。 

 概要説明を事務局長に求めます。 

○事務局長（田上正洋）おはようございます。

資料１－１、平成２８年第５回市議会定例会会期

及び会期日程（案）をごらんください。 

 まず会期は、１１月３０日から１２月２２日ま

での２３日間であります。会期日程は、１１月

３０日の本会議で議案説明、翌１２月１日午後

３時に質問通告締め切り、質問予定者数について

は資料１－２のとおり最大で１２人となっており

ますので、３日間で質問者を割り振ることとし、

１２月９日及び１２日の本会議で総括質疑並びに

一般質問を行い、１３日の本会議では総括質疑並

びに一般質問、その後、議案説明及び議案等付託、

休会中の１５日に総務文教委員会と企画経済委員

会を、１６日に市民福祉委員会と建設水道委員会

を開催願い、１９日は委員会予備日としてはいか

がかと考えます。さらに、２２日の本会議では付

託事件等審査結果報告を予定してはいかがかと考

えます。 

 また、今後の議運の開催予定ですが、中日議運

が１２月１２日の本会議終了後に、最終日の議運

が１２月２２日の午前９時からそれぞれ予定され

ています。 

 以上です。 

○委員長（今塩屋裕一）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）質疑、意見はないと認

めます。今期定例会の会期及び会期日程（案）に

ついては、説明のとおりすることで御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

 以上で、今期定例会の会期及び会期日程（案）

についての審査を終了いたします。 

────────────── 

△今期定例会に付議される議案等について 

○委員長（今塩屋裕一）次に、今期定例会に付

議される議案等についてを議題とします。 

 一括、事務局長に説明を求めます。 

○事務局長（田上正洋）資料２－１、付議事件

等区分表（案）をごらんください。 

 提出予定議案は一般議案１５件、補整予算議案

１１件の計２６件であります。 

 次に、資料２－２付議事件一覧をごらんくださ

い。 

 議案第１６０号は、遊休公共施設等利活用促進

条例の一部改正であり、閉校跡地等の有効活用の

ため、新たな奨励措置として増築等助成金、固定

資産税課税免除及び利活用促進補助金を定めるほ

か、所要の規定整備を図ろうとするもの。 
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 議案第１６１号は、税条例等の一部改正であり、

地方税法の一部改正に伴い、修正申告書の提出又

は納付税額の増額更正があった場合における延滞

金の計算期間の規定を整備するとともに、所得税

法等の一部改正に伴い、特例適用利子等の額又は

特例適用配当等の所得に係る分離課税の規定を整

備するほか、所要の規定整備を図ろうとするもの。 

 議案第１６３号は、原子力発電施設立地地域基

盤整備支援事業総合防災センター新築（建築）工

事について、記載のとおり工事請負契約を締結し

ようとするもの。 

 議案第１６４号は、財産の取得議案であり、教

育環境整備のため、記載のとおり教育用コンピ

ューターを取得しようとするものであり、以上の

４件は１２月１５日の総務文教委員会に。 

 ２ページをごらんください。 

 次に、議案第１６５号は、基金の設置、管理及

び処分に関する条例の一部改正であり、大学生等

の市内就業促進のために実施する奨学金返還支援

事業の財源に充てるため、奨学金返還支援基金を

設置しようとするもの。 

 議案第１６６号は、ゴールド集落活性化条例の

一部改正であり、同活性化条例が来年３月３１日

限りで失効するため、３年間の期間延長を行おう

とするもの。 

 議案第１６７号は、財産の無償譲渡議案であり、

既に用途廃止されている４集会所の土地及び建物

について、記載のとおり市比野地区コミュニティ

協議会の活動拠点として無償譲渡しようとするも

の。 

 議案第１６８号は、祁答院グラウンドに係る指

定管理者の指定期間が満了することに伴い、引き

続き有限会社南九州レンタル設備を指定しようと

するもので、以上の４件は１２月１５日の企画経

済委員会に。 

 次に、議案第１６２号は、国民健康保険税条例

の一部改正であり、所得税法等の一部改正に伴い、

市民税で分離課税される特例適用利子等及び特例

適用配当等を国民健康保険税の所得割額の算定及

び軽減判定に用いる総所得金額等に含めようとす

るもの。 

 ３ページをごらんください。 

 議案第１６９号は、へき地保育所条例の一部改

正であり、本市へき地保育所について子ども・子

育て支援法に基づく特例保育施設に移行させると

ともに、一時預かり保育の実施を定め保育料の改

定を行うほか、所要の規定整備を図ろうとするも

ので、以上の２件は１２月１６日の市民福祉委員

会に。 

 次に、議案第１７０号は、公の施設に係る指定

管理者の指定議案であり、久見崎公園の指定管理

者として新たに滄浪地区コミュニティ協議会を指

定しようとするもの。 

 議案第１７１号は、宮崎町地内の市道１路線を

新たに市道認定しようとするもの。 

 議案第１７２号は、市営住宅条例の一部改正で

あり、老朽化の著しい水引東住宅２棟６戸につい

て用途廃止しようとするもの。 

 議案第１７３号は、一般住宅条例の一部改正で

あり、教職員住宅から一般住宅へ用途変更する湯

田内門一般住宅１棟１戸について、所要の規定整

備を図ろうとするもの。 

 議案第１７４号は、公共下水道宮里浄化セン

ターポンプ棟建設工事について、記載のとおり工

事委託に関する基本協定を締結しようとするもの

で、以上の５件は１２月１６日の建設水道委員会

に、それぞれ付託してはと考えます。 

 なお、今期定例会に提出される指定管理者の指

定議案及び財産の無償譲渡議案につきましては、

今後各議員に文書で照会するなど、除斥対象議案

かどうかの確認を行うことになります。 

 また、その際、本会議初日においては、除斥対

象議案を除く議案を一括議題として提案理由説明

を受け、除斥対象議案は別途１件ずつ議題として

提案理由説明を受けることとなります。 

 さらに、総括質疑、また最終日の委員長報告及

び採決についても同様の取り扱いとなります。 

 次に、議案第１７５号については、平成２８年

度の一般会計補正予算であり、各常任委員会に分

割付託してはと考えます。 

 また、議案第１７６号から４ページの１８５号

までの１０件は、平成２８年度の各特別会計補正

予算であり、それぞれ記載のとおり各常任委員会

に付託してはと考えます。 

 次に、今後、提出予定議案ですが、中日に一般

議案４件、予算関係議案１１件の提出が予定され

ているようです。また、最終日に選挙管理委員及

び補充員の選挙を予定しております。詳細は後ほ

ど御説明いたします。 

 以上です。 
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○委員長（今塩屋裕一）ただいま事務局長から

説明がありましたが、当局から補足説明はありま

せんか。 

○財政課長（今井功司）それでは、今市議会定

例会に上程いたします第６回補正予算について御

説明をいたします。 

 別冊となっております平成２８年度薩摩川内市

各会計予算書、予算に関する説明書（第６回補

正）の予算書を御準備いただきたいと思います。 

 まず２０２ページでございます。 

 各会計歳入歳出予算額調べの表になります。今

回の補正は一般会計と１０特別会計の補正となっ

ております。一般会計の補正額は、１４億

２,９８３万２,０００円の増額、補正後の額を

５５６億７,２８３万４,０００円とするものであ

り、特別会計はごらんのとおりでございます。 

 まず、特別会計の主な補正内容について御説明

いたします。特別会計では、温泉給湯事業、天辰

第一地区及び入来温泉場地区土地区画整理事業、

国民健康保険直営診療施設勘定、介護保険事業の

特別会計において、一般会計と同様、職員異動等

に伴います一般職員給与費の調整を行ったほか、

簡易水道事業、公共下水道事業、天辰第一地区及

び入来温泉場地区土地区画整理事業において公債

費の調整を、また各会計において実施見込み等に

よります事業費の増減調整や国庫支出金と清算返

納金の確定に伴います増減調整を行っております。 

 では、一般会計につきまして補正の予算の概要

を御説明いたしますので、２０４ページでござい

ます。歳出目的別の表でございます。まず議会費

では、議会管理費において職員異動等に伴う一般

職員給与等の調整を行っております。また、今回

の補正では各一般会計の各費目におきまして、同

様に一般職員異動等に伴います一般職員給与等の

調整を行っておりますが、６７ページ以降に給与

費明細書をお示ししておりますので、各費目にお

ける給与費の説明は省略をさせていただきます。 

 それでは続きます。総務費でございます。総務

費では、財産一般管理費及び企画開発費において、

国債等の運用で生じた益金相当額を財政調整基金

及び地域活性化基金に積み立てる経費を増額した

ほか、定住促進対策事業費において、企業版ふる

さと納税を活用し、来年度から実施予定の奨学金

返還制度の財源確保のための基金積立金を計上し、

防犯対策費において本市空き家等対策計画に基づ

く、訪問実態調査に係る経費を計上しております。 

 民生費では、臨時福祉給付金給付事業費におい

て国の２次補正予算に伴い、給付金や事務経費を

増額し、障害者（児）自立支援事業費及び障害児

通所支援事業費において、実施事業メニューの増

等に伴います扶助経費を増額し、保育所運営費に

おいて処遇改善加算や利用者の増等に伴い、扶助

費を増額しております。 

 衛生費では、地域医療対策費において、国民健

康保険直営診療施設勘定特別会計での財源調整に

より、繰出金を減額し、国民健康保険対策費にお

いて執行見込みによります療養給付費等の増減調

整により繰出金を減額し、後期高齢者医療対策費

においては確定に伴います鹿児島県後期高齢者医

療広域連合療養給付費負担金精算返納金を計上し

ているところでございます。 

 労働費では、労働者福祉対策費において、新卒

者等就労支援事業奨励金を実績見込みにより増額

し、農林水産業費では、農業振興育成事業費にお

いて農地中間管理機構に農地の貸し付けを行う地

域及び個人に対し交付いたします協力金を計上し、

市単土地改良事業費において農道の事故防止利便

性を高めるための舗装等の整備に係る経費を増額

し、農業施設負担金補助金及び林業振興育成費に

おいて、国の２次補正予算に伴い、多面的機能支

払い交付金及び鳥獣被害防止緊急捕獲対策に係る

経費を増額しております。 

 商工費では、商工振興費において実施見込みに

より総合支援事業補助金を増額し、コミュニティ

バス等運行対策費において、広域的基幹的な路線

バスの運行確保のための国、県、市によります協

調補助額の確定により補助経費を計上し、シティ

セールスプロモーション事業費において企業版ふ

るさと納税寄附金を活用して、旅・食・品を絡め

た販売戦略を展開するための電子商取引事業の構

築準備にかかります経費を計上しております。 

 土木費では、道路維持費において、繰越明許費

を活用した１５カ月執行予算として工事請負費等

を増額し、駅前白和線整備事業費及び中郷五代線

整備事業費において国庫補助内示による事業費の

減額調整を行い、公園管理事業費おいて川内市街

部かわまちづくり事業に係るトイレ及び該当整備

に係る経費を計上し、公営住宅ストック総合改善

事業費において、国の２次補正予算に伴い、市営

住宅共用部分の改善に係る経費を増額しておりま
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す。 

 消防費では、総合防災センター施設整備事業費

において、国の２次補正予算に伴い、放射線防護

機能整備、及び資機材整備に係る経費を増額して

おります。 

 教育費では、小学校扶助費において、実績見込

みにより就学援助に係る経費を増額し、スポーツ

施設管理費において、川内プールのろ過器の老朽

化に伴います修繕経費等を増額しております。 

 災害復旧費では、現年公用公共施設災害復旧事

業費において、本年度に発生した豪雨によります

教職員住宅敷地法面の復旧にかかります経費を増

額しております。 

 公債費では、長期債償還元金及び同利子におき

まして、本年度の執行見込みにより減額調整をし

ております。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、２０３ページの歳入の表をごらんください。 

 市税では、市民税及び固定資産税において、調

定及び収納実績の見込みにより増額をしていると

ころでございます。 

 地方特例交付金及び地方交付税は、普通交付税

等の本年度交付額の確定によりそれぞれ増額して

おります。 

 分担金及び負担金は、本年度から国が導入した

幼児教育無償化により保護者の保育料負担金の減

収見込みによります児童福祉負担金の減額調整で

あります。 

 国庫支出金及び県支出金では、補助事業の内示

等により各補助金等を増減調整しております。 

 財産収入は、基金運用収入において財政調整基

金及び地域活性化基金に係る国債等によります運

用益金が生じたことにより計上するものでありま

す。 

 寄附金では、総務費寄附金において企業版ふる

さと納税寄附金及びふるさと納税寄附金を収入見

込みにより、民生費寄附金において１件２万円を、

教育費寄附金において２件１１０万円をいただき

ましたので、予算補正するものであります。 

 繰入金では、今後の財源対策として財政調整基

金繰入金を減額したほか、市有施設保全基金、市

民活動支援基金及び地域活性化基金において、事

業費の確定等により繰入金を減額しております。 

 繰越金では、前年度繰越金の予算未計上額を今

回補正の財源として全額計上しております。 

 諸収入では、雑入において一般コミュニティ助

成事業の不採択により同助成金を減額し、消防緊

急デジタル化事業に対します鹿児島県市町村振興

協会からの市町村交付金等を計上しているところ

であります。 

 市債では、県営事業負担金の増額に伴い、漁港

整備事業債を増額し、駅前白和線整備事業及び中

郷五代線整備事業の補助内示により、財源調整の

ため都市計画事業債を増額し、臨時財政対策債に

おいて本年度の起債可能額の確定に伴い、借入額

を減額しております。 

 次に、継続費補正について御説明いたしますの

で、７ページでございます。 

 第２表継続費補正は、総合防災センター施設整

備事業において、事業費の変更により全体事業費

及び年割額の変更を行うものであります。 

 次に、繰越明許費について説明いたします。

８ページでございます。 

 第３表繰越明許費は、１０事業を設定するもの

で、今回補正計上いたしました国の２次補正予算

関連の臨時福祉給付金給付事業や、１５カ月執行

予算の道路維持補修事業など、年度内の事業完了

が見込めないため、地方自治法第２１３条第１項

の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費として設定しようとするものであり

ます。 

 次に、債務負担行為補正について御説明いたし

ます。９ページでございます。 

 第４表債務負担行為補正は、追加が２事業、変

更が３事業であり、追加の２事業は来年度に更新

時期を迎える指定管理に係るものであり、追加の

３事業は今後の実施見込みによりごらんのとおり

限度額を変更しようとするものであります。 

 １０ページをごらんください。地方債補正でご

ざいます。 

 第５表地方債補正は、漁港整備事業及び都市計

画事業において限度額を増額し、臨時財政対策債

において限度額を減額するものであります。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（今塩屋裕一）ただいま説明がありま

したが、質疑、意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）質疑、意見はないと認

めます。それでは、今期定例会に付議される議案
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等の審議方法については、説明のとおり取り扱う

ことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

 以上で、今期定例会に付議される議案等につい

ての審査を終了いたします。 

 ここで協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時２４分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時２５分開議 

～～～～～～～～～～ 

［休憩中に選管事務局長以外の当局職員退室］ 

○委員長（今塩屋裕一）ここで本会議に戻しま

す。 

────────────── 

△選挙管理委員及び補充員の選挙について 

○委員長（今塩屋裕一）次に、選挙管理委員及

び補充員の選挙についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○議事調査課長（道場益男）それでは、資料

４をごらんいただきたいと思います。 

 選挙管理委員と補充員についての資料でござい

ますけれども、別添写しのとおり任期満了に伴い

まして、新たな委員等の選挙が必要となったもの

でございます。選挙管理委員を４名と補充員を

４名選出していただくことになります。 

 補充員につきましては、選挙管理委員が欠けた

ときにあらかじめ順位をつけた順に補充をしてい

くということになりますけれども、写しにありま

すが、現在補充員１名の方が空席、空欄となって

おります。これにつきましては、向井さんという

方が補充により委員となったことによって、現在

ここは空欄になっているものでございます。 

 この選挙につきましては、地方自治法第

１８２条の規定に基づき、本会議において選挙を

行う必要があるというものでございます。地方自

治法の規定につきましては、資料４の点線囲みの

中に記載をしているとおりでございます。 

 今後の進め方についてでございますが、１２月

１２日、中日の議運がございますけれどもここで

候補者の協議をしていただき、また選挙の方法に

ついて指名推薦とするのか、投票とするのかとい

うことで、御協議いただくことと予定しておりま

す。最終本会議において、選挙となってまいりま

す。以上のようなスケジュールを考えているとこ

ろでございますが、候補者の協議について少し具

体的に説明したいと思いますので、協議会に切り

かえていただければありがたいと思いますが。 

○委員長（今塩屋裕一）ここで協議会に切りか

えます。 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時２８分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時２９分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（今塩屋裕一）ここで本会議に戻しま

す。 

 ただいま説明がありましたが、質疑・意見はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）質疑・意見はないと認

めます。それでは、本件については資料のとおり

取り扱うことで御了承願います。 

 以上で、選挙管理委員及び補充員の選挙につい

てを終了いたします。 

［選挙管理委員会事務局長退室］ 

────────────── 

△会派結成に伴う議会運営委員会委員の取 

扱いについて 

○委員長（今塩屋裕一）次に、会派結成に伴う

議会運営委員会委員の取り扱いについてを議題と

します。 

 まず、事務局に説明を求めます。 

○議事調査課長（道場益男）それでは、資料

５－１、５－２をごらんいただきたいと思います。 

 １１月の１５日に、会派結成届が社共の会から

出されました。現在、社共の会につきましては

１６日付で脱原発の会ということで名称変更がさ

れております。今回の会派結成に伴いまして、会

派から選出していただいております議運の委員の

選任数について再計算を行うこととなります。再

計算につきましては、５－１の点線囲みにありま

すとおり、各定例会ごとに招集日前に再計算を行

うものとされているものでございます。 

 今回、再計算を行いました結果が、資料５－

２でございます。５－２の委員数の計算結果のと

ころをごらんいただきたいと思いますが、新創会

が３名、自民むつみ会が３名、新生会お一人、公
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明党お一人、脱原発の会一人ということで９名と

なってくるものでございます。これまでの取り扱

いと比較すると、新創会が４名から３名に、脱原

発の会がゼロから１、その他の会派は異動はない

という形で再計算の結果となります。 

 資料５－２の２番目に、委員の選出の手続につ

いて記載をしてございます。（１）で新創会から

選出された委員におかれましては、１名について

辞任届を提出いただくことになります。また、脱

原発の会からは候補者お一人の選出届を提出して

いただくことになります。 

 その後でございます。議運において委員の選考

をしていただき、１２月定例会の初日、３０日な

りますけれども本会議において、議長指名という

流れとなってきます。 

 今回のように、委員の構成に変更が生じること

となりますけれども、この場合においては委員会

の同一性というもの、これは失われないというこ

とで、会派から選出された正副委員長の辞任がな

い限りは互選を行う必要はないということで、こ

れについて全国市議会議長会のほうにも確認をと

っているところでございます。 

 次の、（３）でございます。次の議運というこ

とで書いてございますが、こちらについては協議

をして決めていただくことになろうかと思います。

次回の議運において開催日時等についての案でご

ざいますが、二案ございまして、本日この後、休

憩をとっていただいて、委員会を再開していただ

く案と、別途、議運を開催いただきまして、本会

議の初日、９時に再度委員会を開催いただく案を

二案示してございます。 

 こちらの違いにつきましては、辞任届と選任届

の提出が速やかにできるかどうかということで、

二案示してございます。速やかに提出がされるよ

うであれば、このあと休憩をとっていただいて委

員会を再開していただいて、委員の選考をしてい

ただければという案でございます。 

 委員の選出が難しいようであれば、別途締め切

りを設けまして、３０日に改めて委員選考を行う

という流れを資料で示したところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（今塩屋裕一）ただいま説明がありま

したが、資料の内容についての質疑、意見はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）資料の内容についての

質疑、意見はないと認めます。 

 それでは、新創会から選出された委員のうち一

人からの辞任届を、脱原発の会から候補者一人の

選出届をそれぞれ提出していただくことになりま

すが、この後速やかに提出することはできますか。 

［「できます」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）それでは、この後、辞

任届及び選出届の提出が可能ということですので、

ここでしばらく休憩したいと思います。 

 なお、資料作成後、委員会を再開することにな

りますので、委員の皆様は会派室で待機を願いま

す。 

 それでは、ここで休憩しますけど、おおむねど

れぐらいでしょう。 

［「５分ぐらいあれば」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）それでは、４０分から

再開しますので、ここで休憩したいと思います。 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時３５分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時４３分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（今塩屋裕一）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 それでは、議会運営委員会委員については、お

手元に配付のとおり選出されております。 

 ついては、議会運営委員会の委員は資料のとお

りとすることで御異議ありませんか。（資料は巻

末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）御異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員は、資料のとおりと

することに決定しました。なお、本会議において

議長より指名されることになりますので、御了承

願います。 

 以上で、会派結成に伴う議会運営委員会委員の

取り扱いについてを終了します。 

 ここで協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時４３分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午前１０時５９分開議 

～～～～～～～～～～ 
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○委員長（今塩屋裕一）ここで本会議に戻しま

す。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（今塩屋裕一）以上で議会運営委員会

を閉会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（今塩屋裕一）御異議がありませんの

で、以上で議会運営委員会を閉会いたします。御

苦労さまでした。 
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